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○大阪大学外国語学部科目等履修生規程

平成20年11月６日

制 定

最近改正 平24．３．８

（趣旨）

第１条 この規程は、大阪大学外国語学部規程第19条に規定する外国語学部の科目

等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。

（区分、履修科目区分及び選考方法）

第２条 科目等履修生の区分、履修科目区分及び選考方法は、別表に定めるとおり

とする。

（出願手続）

第３条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に

所定の検定料及び所定の書類を添えて願い出なければならない。

（入学手続及び入学許可）

第４条 科目等履修生の選考に合格した者は、所定の期日までに、所定の入学料を

納付するとともに、所定の書類を提出しなければならない。

２ 外国語学部長は、前項の入学手続を完了した者について、入学を許可する。

（履修制限）

第５条 科目等履修生が１年間に履修できる授業科目の単位数は、次のとおりとす

る。

(1) 科目履修生 10科目20単位以内（１学期当たり５科目10単位以内）

(2) コース履修生 専攻ごとに指定された５科目10単位以上。ただし、専攻語科

目「演習」については、10科目20単位以内（１学期当たり５科目10単位以内）

２ 授業科目によっては、履修を許可しないことがある。

附 則

この規程は、平成20年11月６日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附 則

この改正は、平成23年９月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成23年９月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成24年４月１日から施行する。ただし、科目区分名称の改正は、

当該科目区分の授業科目を開設する日から施行する。
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別表

区 分 履 修 科 目 区 分 選 考 方 法

(ｱ) 全学共通教育科目（教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目に限る。）

Ａ１ (ｲ) 教職教育科目 書類選考

科
(ｳ) 関連科目「学部共通科目」

(ｱ) Ａ１区分の科目

Ａ２ (ｲ) 専攻科目「講義」及び「演習」 書類選考及び面接

目
(ｳ) 教職科目

(ｱ) Ａ２区分の科目

Ａ３ (ｲ) 専攻語科目「１年実習」（日本語を除く１言語に限る。） 学力検査「外国語（英語）」及び面接

履
(ｳ) 関連科目「研究外国語」及び「兼修語学（初級）」

(ｱ) Ａ３区分の科目

Ａ４ (ｲ) 専攻語科目「２年実習」（日本語を除く１言語に限る。） 学力検査「受講する外国語」及び面接

修
(ｳ) 関連科目「兼修語学（中級）」

(ｱ) Ａ４区分の科目

Ａ５ (ｲ) 専攻語科目「演習」（日本語を除く１言語に限る。) 学力検査「受講する外国語」及び面接

生
(ｳ) 関連科目「兼修語学（上級）」

(ｱ) Ａ２区分の科目

Ａ６ (ｲ) 専攻語科目「１年実習」、「２年実習」又は「演習」（日本語に限る。） 学力検査「日本語」及び面接

(ｳ) 関連科目「研究外国語」

コ Ｂ１ 専攻語科目「１年実習」（日本語を除く１言語に限る。） 学力検査「外国語（英語）」及び面接

ー

履 Ｂ２ 専攻語科目「２年実習」（日本語を除く１言語に限る。） 学力検査「受講する外国語」及び面接

ス修 Ｂ３ 専攻語科目「演習」（日本語を除く１言語に限る。） 学力検査「受講する外国語」及び面接

生 Ｂ４ 専攻語科目「１年実習」、「２年実習」又は「演習」（日本語に限る。） 学力検査「日本語」及び面接

注１ マルチメディア教室又はコンピュータ演習室を使用する授業科目については、履修できない場合がある。

注２ 初級科目と中級科目又は上級科目を同時に履修することはできない。

注３ 専攻語科目「演習」については、担当教員の受講承認を得られた授業科目に限り履修することができる。

注４ Ａ６区分及びＢ４区分に志願することのできる者は、外国人留学生で、独立行政法人国際交流基金又は財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験（Ｎ１レ

ベル）の合格者に限る。


